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　　　　　　　　Couege　Footban　in　U．S．A．

一その商業主義化とマスメディアとの関係を中心に一

平　井　　　肇

1．はじめに

　現代のアメリカ社会ではrスペクテイタースポーツ」は，多数の人々の日常

生活の一部になっている。ある調査によれば，アメリカ国民の4人に3人の割

合で少なくとも週に一度はテレビでスポーツ番組を楽しみ，4人に1人は年間
　　　　　　　　　　　　　　　（1）
20回以上も球場や体育館に足を運ぶ。

　その中でもフットボールヘの関心は，一般に野球やバスケットボールよりも
　　　　　　　　　　（2〕
高いとの結果が出ている。1979年の資料によれば，プロフットボールの年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〕
観客動員数は約1300万人，大学フットボールのそれは3500万人であった。

1984年のシーズンでは，一試合に平均5万人以上の観客動員があった大学は

29あり，その最大はミシガン大学（University　of　Michigan）で，約10万3
　　　　　（4）
千人であった。また優秀な成績を残した大学チームを招待して行われる元旦の

4大ボウルゲーム（Orange，Sugar，Cotton，Rose）を茶の間で見ることは，

多くの人たちにとって新年の恒例行事である。

　数多い「スペクテイタースポーツ」の中でも大学フットボールは，競技その

ものの魅力もさることながら，郷土愛や愛校心といった付加価値的な要素も加

わり，さらには発達したマスメディアに乗ってアメリカ国民を魅了しているの

である。アメリカの大衆社会を語る上で，見逃せない社会現象をひとつである

と言ってもよいであろう。

　このrスペクテイタースポーツ」としてのフットボールの文化的意義も大き

いが，同時に経済的インパクトも大きい。大学フットボールは当事者が好むと

好まざると，巨大なスポーツ産業の主要な一部を形成している。

　本稿ではこのような大学フットボール，さらには大学対校運動競技（Inter－

co11egiate　Ath1etic）プログラム全体の運営面において，商業主義化，そのな
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がでも特に，マスメディアが果たした役割について整理する。そして現在の大

学フットボール，さらには大学スポーツプログラム全体の抱える問題点の理解

を深めることを目的とする。

2．大学フットボールとNCAA

　r全米大学対校運動競技連盟：National　Co11egiate　Ath1etic　Association」

（以下N　C　AAと記す）は全米の大学における対校スポーツを統括する団体で

あり，自らの基本政策を以下のように定めている。

　　「大学での運動競技の運営は，教育制度の主要な部分になることを意図さ

　れている。N　CAAの根本的な目的は，教育活動の不可欠な部門としての対

　校運動競技活動と，学生全体の中の不可欠な集団としての運動競技者を支援

　することにあり，大学運動競技とプロフェッショナル・スポーツの間の明確

　な境界線を維持することである。加盟校の対校運動競技の運営を管理する取

　り決めは，入学許可，経済援助，選手資格，新人選手勧誘活動といった競技

　者に関する基本的問題のためのものである。加盟校はこg取り決めに従っ

　て，それを実行することを義務づけられており，加盟校がこの義務の実行を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　怠った場合には，それに対して連盟は強制プログラムの適用を行使する。．」

　具体的にはN　C　AAは，フットボールを始めとして男子24，女子20の運動競
　　　　　　　（6）
技を実施しており，それらの競技の規則や規約の制定や改正，各種選手権試合

の実施，加盟校や選手の監督と指導等を行っている。大学スポーツに関する全て

の権限は，究極的にはNCAAの本部に集中されるシステムである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
　この組織にはユ984年現在791校が加盟しており，主にスポーツプログラムの

規模や競技力，さらには大学の対校運動競技にたいする理念などによってI部

から皿部に分けられている。フットボール部を持つ大学は，I都ユ89校，且部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8〕
ユ22校，皿部196校の合言十507校である。I部はI－AとI－AAに分類され，

一般的にI－A所属校の方がI－AAの学校より競技力も運営規模でも優って

いる。

　NCAAは今日大学スポーツ界に君臨する存在であるが，設立当初からこの
　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
ような巨大な組織であったわけではない。アメリカにおけるフットボールの起

源は，独立戦争後に英国よりもたらされたものであるが，19世紀後半には東部

の大学を中心としてラグビーともサッカーとも異なるアメリカの独自なスポー
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　　　　　　　　　　　　（lo〕
ツとして盛んになっていった。

　それが19世紀末から20世紀の初頭にかけて，このスポーツが中西部への普及

して行き，それと並行してフットボールでの負傷や暴力事件が社会問題化し
（11）（12）

た。そのような状況のもとで，フットボールに関する規則と規約を検討するため

に，王905年に｝一Intercollegiate　Athletic　Association”という委員会が発足し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1高）
1910年にはNCAAと改名したのである。以後NCAAはフットボールだけ

でなく，他の競技にも関係して行くのであるが，初期のN　C　AAは，各学校や

それらが所属するリーグやカンファレンスが独自に定めることが困難な問題を

討議し解決を図る任意団体的性格が強く，ましてやN　C　AAは，加盟校の活動

を規制したりするだけの権限をほとんど有していなかったと言ってよい。

　しかし，40年代も後半になるとフットボール部の運営規模も拡大され，それに

伴って例えば新人選手の勧誘，選手の資格，選手権試合の開催などに関連する

問題が多発していった。これらの解決のために統一基準を設定し，第三者すな

わちN　C　AAが監視することが以前にも増して必要となっていった。ここにN

C　AAの権威が相対的に高まり・，中央集権化が促進された。また組織の規模の

拡大とともに，官僚制的な機構への整備もなされていったのであ孔

　大学スポーツ，特にフットボールプログラムの規模拡大とN　C　AAの権限強

化の背景の説明には，しかしながらこれらの内的な要因だけでは当然不十分で

ある。外的要因としては科学技術の進歩，その中でも特に交通機関とマスメ

ディアの発展が重要である。

　航空機を中心とする交通網の整備は，それまでは州内および近隣州の学校と

の交流が主であったカレッジフットボールの活動を全国的規模へと変容させて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工4）
いった。図1は，アイオワ州立大学（Iowa　State　University）のフットボー

ル部の対戦相手の地域性を時代順に示したグラフである。アイオワ州内の学校

との対戦が減少した分，遠隔地の学校との対戦が増えている。ここに対戦校同

士のインフォーマルな取り決めや所属リーグ内での協定で十分であったものか

ら，より広範囲は規模での活動をコントロールする機関が必要になった背景が

ある。

　さらにマスメディアの普及，そのなかでもユ952年に開始されたテレビジョ

ンによる試合の生中継が，今まではせいぜい地方ラジオ局の電波と地方新聞の

届く範囲内のいわゆるr地方区』的なものであったカレッジフットボールを，
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『全国区」的なものへと変えて行くのに大きな貢献をした。

　　　　　図1　アイオワ切1111立大学フットボール部対戦相手：1900－1979年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□アイオワ州

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国その他州

　　　　1900年代

　　　　　10年代

　　　　　20年代

　　　　　30年代

　　　　　40年代

　　　　　50年代

　　　　　70年代

　　　　source：Cツ。～om　Foo〃αエガ8∫，Ath工etic　Department，

　　　　　　　Iowa　State　University，ユ981，pp．ユ11一ユ15より作成

　　（注）近隣州：イリノイ，ウィスコンシン，ミネソタ，サウス・ダコタ，ネブ

　　　　　ラスカ，カンサス，ミズーリ。

　このテレビ放映に関しては後で詳しく述べるが，各大学は様々な理由から放

映の企画と実行に関する権限をN　C　AAに委ねたのである。その結果，必然的

に放映権料の分配や放映される試合の決定といった重要な部分を支酉己するN　C

AAの権限は，ここに一挙に強化されていったのである。

　こうした大学フットボールを取り巻く環境の変化の中で，大学問にもフット

ボールやスポーツプログラム全体に対する理念の相違，運営規模や競技カの差

が次第に顕著になっていった。50年と60年代は，テレビ放映の開始・普及

および交通網の整備による活動範囲の拡大等によって，一部有力校のフットボ

ールプログラムの規模が飛躍的に拡大され，その結果N　C　AAの中央集権体制

が確固たるものとなった，いわゆる「産業化されたフットボール（InduStrial一
　　　　　　（15）
ized此。tba11）」時代の幕明けの時代であった。

　それに続く70年代と80年代前半は，加盟校の多様化が進むなかで，．NCAAの

管理体制からのより自由を求める大規模有力校の間の対立が激化し，組織の構

造と機能が徐々に変革することを余儀なくされる時代であると位置づけること

が出来よう。
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3　大学フットボールの存在意義

　初めにも述べたが，アメリカ社会においては，rスペクテイタースポーツ」

としての大学フットボールの果たす役割は大きい。

　それでは一体当事者である選手と大学は，フットボールプログラムをどのよ

うに位置づけているのであろうか。

　選手・学校とも，当然第一にフットボールの持っ教育的意義を強調する。例

えば「スポーツ活動は教育活動の一環であり，教室では得られないものが得ら

れる機会を提供してくれる」とか「運動奨学金なしでは高等教育を受けられな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
かった若者にも教育の機会が与えられた」といったような主張であ乱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
　しかし，現実は必ずしもこのような肯定的な面ばかりではない。入学に関係す

る不正行為，取得単位の不足，一般学生と比べて低い卒業率などが示すよう

に，運動選手に関係する問題は多く，学業が大学での第一の目標ではない学生

も多数存在することも事実である。かれらが目指すものとは，プロフェッショ

ナルフットボール選手として成功するために必要なフットボールに関係する技

術を修得することと，個人や大学の華々しい実績によって就職（ドラフト）の

際，自分の価値（契約金）を高くすることである。全員とはゆかないまでも，

かなりの数の選手が，大学をプロ選手を目指すための職業訓練所的な場所とし
　　　　　　　　　　　（18〕
て位置づけているといえる。

　一方大学側にも，フットボールプログラムを大学のために利用しようとする

意図は明確である。マスメディアを通して流されるスポーツ活動によって，在

校生やその家族，また同窓生の学校に対するアイデンティティの確立と強化，

一般大衆に与える学校のイメイジアップや知名度の高まりといった社会心理的
　　　　　（19〕
効果は大きい。

　しかも同時に入学志願者の増加や寄付金の増大といった経済戦略的な面で

も，フットボールプログラムは重要な手段となり得るのである。Sackは，州立

大学の場合，時にはフットボールの成績が，大学全体の予算に関する州政府の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
支出金とも関係することすらあると述べている。

　また対校運動競技を管轄する体育局（AtHetic　Department）の運営につい

ても，表1のアイオワ州立大学の例からも推測できるように，フットボールに

関係する収入は，全体収入のかなりの部分を占める。Big－8連盟収入とは，

この大学が所属するリーグからの分配金であって，その大部分はフットボール



132 一橋研究 第10巻第3号

試合の放映権料などのフットボールに関係するものである。

　　　　　　　　　　表1　アイオワ州立犬学体育評議会予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1982－83年

単位：千ドル

収入
（男子）

フットボール

バスケットボール
野球

陸上

水泳

テニス

ゴルフ

レスリング

器械体操
（女子）

バスケットボール
陸上

ゴルフ

器械体操

ソフトボーノレ

水泳

テニス

ノ｛レーボール
（その他）

学生活動費

B　IG－8収入

大学補助金

利息

同窓会財団

登録商品販売

その他

2302（一38．8％）

379（　6．4　　）

2（　O　）

86（1．4

6（O．6

1（　o　）

450（7．6
600（1O．1

1093（18．4

150（2．5
802（13，5

　55（O．9

　10（O．2

支出
（男子）

フットボール

バスケットボール
野球

陸上

水泳

テニス

ゴルフ

レスリング

器械体操
（女子）

バスケットボール
陸上

ゴルフ

器械体操

ソフトボー」レ

水泳

テニス

ノ｛レーボール

（その他）

1634（30．1％）

508（9．4

ユ58（2．9

202（3．7

u9（2，2
38（O．7

33（O．6

203（3．7

114（2．1

125（2．3

161（3，0

56（1，0

67（1，2

83（1，5

85（1，6

44（0，8

67（1．2

男子トレーニング室218（4．O
女子トレーニング室　55（1．O

男子広報係　　　　124（2．3
女子広報係　　　　　39（O．7
同窓会財団　　　　　135（2．5

一般支出　　　　　1122（20．7

登録商品販売　　　　36（O．7

合計　　　　　　　5936（99．9％）　　合計　　　　　　　5424（99．9％）

　　　　（日本円：約15億4千万円）　　　　　　（日本円：約14億1千万円）

Source　　∫oωα・Sfα亡e　σηωεrs虹ツノ馬わ王εれ。　Co阯πc〃　」Bωd8εf　8阯η一η一αrツ

　　　一1982－83より作成

　また男子バスケットボールの名門で，この競技の財政的貢献度が高いと想像

されるノースカロライナ大学（University　of　North　Carolina　at　Chape1

Hill）においても，全収入の中で，フットボール入場券販売が29％，放送権収
　　　　　　　　（21〕
入は1O％であった。

　同窓会基金とは，卒業生や一般市民からのスポーツプログラムの運営のため

の寄付金である．。マスメディアの効果が，間接的ではあるにせよ，これに与え
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る影響は大きいことは容易に想像できる。

　総合的に言えることは，収入はフットボールとバスケットボールに相当の部

分を依存しているが，支出は他の種目にも万遍なく分配されているということ

である。そしてこの両種目の主な収入源は，入場料収入と試合の放映権料であ

るといえる。これは他のN　CAAのI部に所属するような大規模校でも共通な

傾向であるといえよう。

　特に入場料収入は価格やスタジアムの収容能力といった問題があり，画期的に

増大させるのが困難であるのに対して，テレビの放映権料の収入はこのような

困難を伴わない。各大学がメディア収入に熱い視線を送るのは納得が行く。

　では次にフットボールにおけるテレビ放映の持つ意味と，それに関するN　C

AAの役割について整理を試みる。

4．大学フットボールとマスメディア

　先にも述べたが，マスメディアと今日の大学フットボール界が抜き差しなら

ない関係になった発端は，1952年のフットボールの試合のテレビの生放送の

開始である。この時，各大学は独自にテレビ局と放映の契約を結ばず，N　C　A

Aにその全ての権限を委ねた。それは一体何故であったか。

　まず第一に，大学にはテレビ放映によるメリットを予想できても，同時に第

一の収入源であった入場券販売に，テレビ放送が及ぼすマイナス効果を懸念す

る空気が支配的であったからである。実際，N　C　AAに委託された調査によれ

ば，試合の中継があった地域では観客動員数は減り，反対に中継のなかった所
　　　　　　　　　　　　（22）
では増加したとの結果が出た。ここに大学側は，テレビ放送の魅力を感じつつ

も，無制限に放映をすることは問題であると判断したのであった。

　第二の理由は．テレビ放送がある特定の学校に偏ったならば，その結果，各

学校は学校間の『競争のバランス』が崩れる可能性を危惧したからである。テレ

ビ放映の直接のメリットは，放映権料が入るということであるが，当時それは，

今日とは比較にならない程わずかなものであった。実際の一番のメリットは，電

波に乗って流されることの宣伝効果であって，テレビはその学校のフットボー

ルプ□グラムだけでなく大学自身の知名度をも高めてくれるということであっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
た。特に新人選手の勧誘の際には，非常に有効な材料となる。その結果優秀な

選手が特定の大学に集中して，戦力にアンバランスが生じる可能性もあった。
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　スポーツ，特に大学フットボールのような「スペクテイタースポーツ」では，

勝敗も勿論大事な要素ではあるが，ビジネス的観点からすれば，「勝つ」r勝ち

続ける」ととは必ずしも常に得策ではない。例えば佐藤はプロ野球産業につい

て，r一方が勝って他方を市場から淘汰するのでは，プロ野球産業は成立しな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
い。この点が競争の質において他の産業とはまず異なる実質的特性である」と

述べている。同様の認識が大学フットボール関係者にもあったといえる。試合

の興味を半減させることは観客数の減少，ひいては大学スポーツプログラムの

運営そのものにも影響を及ぼしかねない。N　C　AAの言葉によれば，「運動競
　　　　　　　　　　　　　　（睾5）
技と教育のプログラムに逆効果」を及ぼすものであったのである。

　このような背景によって，テレビ放映を管轄するrテレビ委員会」がN　C　A

A内に設置され，この委員会が以後テレビ放映のコントロールを行う機関とし

て機能するのである。

　NCAAはユ952年，N　BCと1工4万ドルで契約を結び，NCAAは年間放
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
映試合致，一校が一年間に登場できる試合致，放映権料の分配等を設定した。

　以後N　C　AAは，三大ネットワークの一局としか，しかも一年か二年契約し

か結ばなかったので，N　C　AAの契約をテレビ局側が大体において飲むといっ

たr売手市場』であり，放映権料は着実に上昇した（図2参照）。

図2　テレビ放映権料：1952－1982年
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　それがユ981年にはこれまでの原則を破り，ABCとNBCの二つの放送網と

四年契約を結び，契約金は飛躍的に増大するのであった。この背景には，宣伝

効果といった社会心理的要因と，放映権料といった経済的要因の両方から，テ

レビ放映のより一層の拡大とその分け前を求める大規模校（I－A校）の圧力

があったことは否定できないであろう。N　C　AAは，組織の有力メンバーであ

る大規模校の要求を受け入れて行くことによって，自らの統括団体としての権

威を維持して行ったと言える。

　テレビ放送から波及するこれらの問題は，今やN　C　A　Aと加盟校の関係，大

学フットボールあるいはスポーツプログラム全体の姿を変えてしまうくらいの

インパクトを持つようになって行ったのである。

5．大学フットボールと経済カルテル

　1981年4月，NCAAはAB　C，C　B　Sと1982年から85年の4シーズンに

渡って総額2億6300万ドルの契約を結んだ。内容は基本的には以前のものと変

わりはないが，放送局が二つになったためにテレビ放送される試合の総数は増

え，一校の登場回数の上限枠も弓1き上げられた。

　しかし，ここに現在の大学フットボール界を象徴するような事件が起きたの

である。すなわち，1982年9月，オクラホ々大学（University　of　Ok1ahoma）

とジョージア大学（Universi蚊。f　Georgia）がオクラホマシティー地方裁半1」所

に，N　C　AAのテレビ放映契約は「独占禁止法」に違反するとの訴えを起こし
　　　　｛27〕
たのである。

　両大学の主張の要旨は，N　C　AAのテレビ放映案によって，1．製品，つま

りフットボールの試合の不当な価格の設定と流通の制限が行われている，2．

市場での集団ボイコットが形成されている，3．加盟校フットボール試合放送

で独占的支配権を行使することは出来ない，と言うもので，その結果N　C　A　A

の結んだ契約は無効であり，放映権はその大学自身にあると主張した。

　これに対しN　C　AAは，この組織は大学スポーツの教育的目的のために結成

された自己規制的性格を有する団体であるとして，全面的に争う姿勢を示した。

　この訴訟は「スポーツの社会的分析」の視点からすると，次の二点で重要な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
意味を持つ。第一に，チームを一つの単位としてでなく，「十二球団一単位説」
　　　　　　　　（29）
やr競争のバランス」といった言葉で代表されるr各球団（ここでは大学フッ



ユ36 一橋研究第10巻第3号

ドボール部）の共存共栄を本質」とする一般産業とは異なる特質によって，ス

ポーツ組織は法的に「独占禁止法」の除外事項として認められるかと言うこと

であった。第二には，この法律は，N　CAAのような非営利的で教育目的を第

一とする自己規制的組織にも適応されるのかどうかと言うことであった。

　第一の問題については，プロスポーツ界ではしばしば法的にも問題になって

きた。歴史的には，プロスポーツ・リーグ，特に野球の大リーグをr独占禁止

法」の例外ケースとみなす考えが定着していた。しかし1953年のroo王s㎝
　　　　　　　　　　（31）
γ．M伽脆r冶γαη加esの判決は，プロスポーツにも「独占禁止法」が適応さ

れない根拠は何処にもないとしれしかし，裁判所はこの制度で長年運営されて

きたので，判決結果を即刻実施することは困難であるとの見解を示し，実施に関
　　　　　　　　　　　　｛ヨ2〕
する権限を連邦議会に委ねた。以後プロ野球を初めとするプロスポーツ・リー

グを経済的にカルテルとみなし，r独占禁止法」に違反するとの法的見解は定着

したが，議会は何ら具体的行動は取らなかった。しかし根本的改革はなされな

かったものの，選手あるいはクラブによる挑戦によって，彼等の主張は次第に

認められて来た。

　第二の問題については，ユ970年代中期までは，教育機関や専門団体といった非

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘33〕
営利的な組織は「独占禁止法」に触れないといった解釈が定着していた。しかし，

これも，1975年のGo〃伽b　U．Wr釦π｛αS切狛Bαrλ8s㏄｛αあ㎝判決によって，

この慣習が覆された。N　CAAのようなr利益を目的としない教育機関も，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
r独占禁止法」の対象となり得ることがここに示唆されれ

　ではスポーツに関心を持つ法律学者やスポーツ社会学者は，この問題をどの

ように捉えているのであろうか。結論を先に言えば，大学スポーツ界でもN　C

AAを統括団体として，カルテルが形成されているとする見方が一般的であ
（35）

る。

　例えばKochは，rN　C　AAは大学スポーツの分野で競争を制限し，収益の可

能な限りの最大化を図るさまざまな欲望を持っr大学会社（Universiry－farmフ』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36〕
によって構成されている経済カルテルである」と規定してい乱またReisn（lr

は，N　C　AAは，学生一運動選手へ奨学金といった報酬に制限を設定し（price

－fixing），大学が雇ってよいコーチの数を制限し（market　allocation），テレ

ビ放映に関する契約を一括して結び（group　boycotting），規約違反者には制

裁を加える，といった行為を取っているからして，r独占禁止法」に触れると
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　　　　　　（37）
の見解を示した。特にテレビ放送に関する取り決めは，「生産高を制限するた

めの水平的競争者の協定であり，視聴者に届けられるカレッジフットボールの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
量を制限しているので，シャーマン法（独占禁止法）に違反している」と主張

している。

　一方「NCAA一カルテル説」に反対する人々は，当然スポーツの持つ教育

性や公共性，スポーツ組織としての特殊性を根拠に，N　C　A　Aの規制はr理に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（39〕
かなった規定（Rule　of　Reason）」と主張する。

6．　0次／∂片。mθ、σ．｝’VC！パ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
　工982年6月に始まった裁判は，同年9月15日に判決が言い渡された。裁判

長は，原告の主張を認め，「（NCAAによる）フットボールのコントロールは，

価格の設定と生産高の制限をするための競走者問の水平合意を形成しており，

そのコントロールは集団ボイコットを構成しており，連盟（N　C　AA）は大学

フットボールのテレビ市場で，独占的権限を有している」との判断を下した。

　N　CAAはこの判決を不服として，1983年5月に控訴審に控訴したが，同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
年6月23日に控訴審も両大学の主張を支持する判決を下した。

　N　C　AAは，当然この判決も不服として，連邦最高裁判所に上告したが，連

邦最高裁判所は，ユ984年6月27日，7対2でこの訴えを却下し，下級審の判決
　　　　　　　　　　　　　　（42）
を支持する決定を下したのである。

　多数派を代表して意見書を書いたStevens判事は，「（N　CAA放映案によっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
て）各自がお互いに争い合う自由は失われ，生産高は制限された」と述べ，r消

費者の好みに答えておらず，消費者による価格設定と選択の権利が無視されて
　（44）

いる」と判断している。さらに判事は，この放映案は「N　C　AA全体をカヴァ

ーするテレビ放映権に値段をつけたテレビ局しか入札出来ないという理由から

しても，競合するものを市場から締めだしているので，自由市場の場合にはあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45〕
り得た番組が，NCAA放映案によって葬り去られている」として，r自由競

争を妨げるような支配力を，N　CAAはこの放映案によって保有していること
　　　　　　（46〕
は明らかである」と結論づけている。

　最後に判事は，大学スポーツにおけるN　C　AAの役割について，「N　C　A　A

は，大学スポーツにおけるアマチュアリズムの伝統の維持に，重要な役割を果

たしている。NCAAがその役割を演じるために，広い範囲での自由裁量は必
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要であり，高等教育における学生運動選手の保護は対校スポーツを盛んにし，

多様性を生みだし，またシャーマン法の目指すところとは矛盾しない。しかし

N　C　AAの役割は，シャーマン法に触れることなしに，さもなければ滅びてし

まうような伝統を保持することである。つまり生産高を制限することは，この
　　　　　　　　　（47〕
役割から逸脱している」と述べている。

　つまり最高裁は，N　CAAの教育的あるいはスポーツの分野での役割の重要

性を認識しながらも，テレビ放送に関するコントロール権は，生産者である大

学と，消費者である視聴者の両方に不利益をもたらすrビジネス」の制限であ

ると断定した。ここに大学フットボールは，少なくとも「スペクテイタースポ

ーツ」といった観点からすれば，プロスポーツと何ら変わりないr商品』であ

るといった法的解釈がなされたのである。

　連邦最高裁判所の判決の結果，NCAAのテレビ放映に関する権利は喪失

し，1982年に結ばれた放映契約は無効になった。ここに，原則的には各大学

がどの放送局とも自由の放映契約を結んでよいことになったのである。

　判決後一シーズンしか経過していないので（1985年7月現在），事態は非常

に流動的であるが，以下の二つの兆候が見られる。

　第一に，テレビ放映に関する限りでは，同じような歴史・理念・規模・競技

力の大学が，リーグや団体のもとに再編成されつつあるが，全体をまとめるだ

けの能力や権限を持つ組織や個人は，まだ現れていない。

　I部A校の中で，63校は，AB　Cとその系列のケーブルテレビ局ES　PNと，

総額2120万ドルで独占契約を結び，I部A校の残りの中で29校は，C　B　Sは
　　　　　　　　　　　（｛寧）
960万ドルで契約を結んだ。その外にも所属するリーグやグループごとに，全

国ネットワークのケーブル局と契約が結ばれ，中には大学が単独でケーブル局と
　　　　　　　　　　　（49）
契約を結んだ所も出てきた。ここで問題なのは，別々のテレビ局と契約したグ

ループの学校同士が対戦したときに，どちらの局に放映権があるかと言うこと

である。現実にこの種の問題は，ユ984年シーズンだけでも二度起き，どちら
　　　　　　　　　　　　（50〕
も解決が法廷に持ち込まれた。

　このことからも理解できるように，もはや大学間の紛争を当事者同士で解決

する能力ところか，それを調停する機関さえも，少なくともテレビ放送に関

する限り存在しなくなったと言え乱

　もう一つの現象は，スポーツとマスメディアの間には，資本主義の論理が貫
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徴され，売り手としての大学側の地位は相対的に低くなったと言うことである。

　大規模校は再編成されたグループやリーグごとに全国放送網や地方局，さら

にはケーブルテレビ局とも契約を結ぶことが出来た。だがすべての大学がこの

恩恵にあずかったわけではない。戦力的にも知名度でも，あるいは大都市圏に

位置しないといったようないわばr市場的魅力』に欠ける学校には，放送収入

が入らなくなった。しかも有力校といえども，NCAAの保護の下で強力なカル

テルを形成していた時と比較すれば，すべてがテレビ局の主導型になって行っ

た。その結果，一試合ごとの単価は下がり，薄利多売傾向がおこり，r値くずれ』
　　　　　　　　　　　　（51）
現象が早くもおきてきている。またテレビ局主導型体制による影響は，試合の

日時の変更といったように試合そのものにも現れてきている。

　こうした状況のなかで，、大学フットボール界の混乱を収拾し，秩序の回復を
　　　　　　　　　　　（52）
求める動きも出始めてきた。しかしこれはNCAAにその役割を求めるもので

はなく，主に学長が中心となって大規模校のフットボールプログラムのみを統

括する団体を組織しようとする方向に向かっている。

7．考察

　では我々は，この一連のテレビ放映権問題をめぐる大学フットボール界の混

乱から何を学び取ることが出来るであろうか。

　まずスポ＝ツとマスメディアの相互依存関係は抜き差しならない所まで行っ

ており，スポーツ側が自律性を保持することは非常に困難な状態にまで進展し

ているということである。大学がスポーツプログラムの充実・拡大を図れば図

るほど財政規模も膨張し，その結果マスメディアからの収入への依存度も高ま

る傾向がある。ここにまさしく，大学側の主体性の喪失，マスメディアヘの従

属の危険性がある。

　規約・規則の面でも，rテレビ受け」を狙って，直接試合に関係するルール

の変更や，年間試合数の増加といった可能性がある。テレビ局を喜ばすことは，

必ずしも選手やスタジアムに足を運ぶ観客を喜ばせるとは限らない。学生は

ウィークデイの緊張した生活からの解放感を満喫するために，また卒業生は1日

友に会い，郷愁にひたりに長い時間ドライブして，フットボールを見に来る。

秋の土曜の午後のフットボール観戦は，多くのアメリカ人の生活のなかで，重

要な部分を占めている。それがテレビ局の都合で，ナイターになったり，ユ2月
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の寒い日に変更されたりするのである。

　選手も練習や試合に時間を取られ，授業への出席が困難になったり，一般学

生との交流の機会が少なくなったりする。大学が事あるごとに強調するアマ

チュアリズム，教育的意義は一体どうなるのであろうか。

　また大学フットボールは，歴史的には特定の学校との対校戦を基盤として発

展して来た。たとえ戦力に差があっても，伝統が選手や観客の気分をもりあげ

る。そこに大学スポーツの存在意義の重要な部分があったように思える。rテ

レビ受け」のために，競技力の魅力のみが重視され，大学スポーツ発展で重要

な意味をもっていた伝統的なものは捨て去られる可能性もある。人がスポーツ

に魅了されるのは，競技そのものの魅力だけではない。

　マスメディアにより，フットボールを始めとする大学スポーツプログラムは，

着実に変容しでいっている。

　ではこのような大学スポーツは一体誰のためにあるのであろう。選手のため

か，大学のためか，マスメディアのためか，それともその背後にある商業資本

のためか。あるいはそれを見る一般大衆のためか。そしてこれは一体何のため

にあるのか。

　前にも触れたが，関係者は教育的意義をまず挙げる。しかし大学スポーツの

歴史と現状を見れば，決してそれだけではないことは明白である。

　教育的意義にしても，例えばrシェークスピア文学とエリザベス朝英国社会」

といったような講議を聴講し，学位を取得することのみが教育なのか。大学は教

養を養うための場所でもあるが，同時に将来に備えて，職業に必要な知識や技能

を得る所でもあるはずである。それならば何故，エンジニアを目指して実験室で

の研究をすることが奨励され，その一方でフットボール選手といった職業を目

指し練習に明け暮れる選手は批判されるのであろうか。どちらも将来設計のた

めの職業訓練機関として，学校をみなしているのには相違はないはずである。

　　　　　　　　　　　　　（53）
　またMichenerも述べたように，アメリカの大学にはスポーツを通して，大

衆に娯楽を提供する義務がある，あるいは大学，一般大衆もそう考えている節

がある。これは多分，大学，特にLand－Grand法によって，19世紀中期より盛

んに創設された州立大学の建学の理念とも深く関係していると思われる。大

学スポーツには「スペクテイタースポーツ」的要素が，本来から備わっていた

のである。
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　他にも前述したように，大学スポーツプログラムが大学全体の財政に与える

影響も小さくはなく，大学側も当然それを意識して，利用しようとしているこ

とは明らかである。

　このように大学スポーツは，選手や一般学生の教育効果だけではなく，社会

への娯楽提供といった貢献，大学への経済的貢献といった多元的任務を同時に

背負わされているのである。過激な言葉を使うならば，スポーツはよってた

かって誰からも利用されているのである。

　このような大学スポーツを取り巻く背景からして，この裁判所の経済的側面

を認めた上での判決は，ごく当然のものであったと言える。

　大学スポーツの教育的側面ばかりを強調して，他の側面を見ようともしない

日本の関係者にとっては，理解の範囲を越えるものがあるかも知れないが，

フットボールを中心としたアメリカの大学スポーツは，今後もこれらの多面的

性格の問のバランスを取りながら，進んで行くことになるであろう。

　日本の大学スポーツ界も，今後マスメディアや商業資本の影響を受けて，ア

メリカ型に近づく可能性もある。その時，アメリカの事例は，貴重な先行例とな

るであろう。

（注）

11）　M〃er〃エe此ρor‘oηハmerjcα几ん就ωεs　Toωαrd8ρor亡，Mi－
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